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ご
み
の
不
法
投
棄
・

ポ
イ
捨
て
は
、
絶
対
に
ダ
メ
！

  

ポ
イ
捨
て
も
不
法
投
棄

　「
不
法
投
棄
」
と
は
、山
林
、海
岸
や
川
、

道
路
や
空
き
地
な
ど
、
ご
み
の
排
出
が
決

め
ら
れ
て
い
る
場
所
以
外
の
場
所
に
、
ご

み
を
捨
て
る
行
為
を
い
い
ま
す
。

　
走
行
す
る
車
両
や
自
転
車
な
ど
か
ら
、

空
き
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
た
ば
こ
の
吸

い
殻
な
ど
を
ポ
イ
捨
て
す
る
行
為
も
、「
不

法
投
棄
」
と
な
り
ま
す
。

  

景
観
を
損
な
い
土
壌
や
水
質
の
汚
染
も

　
不
法
投
棄
は
、
自
然
環
境
や
地
域
の
景

観
を
損
な
う
の
み
で
な
く
、
長
年
に
わ
た

り
大
量
の
不
法
投
棄
が
行
わ
れ
た
場
合
、

　ご
み
の
不
法
投
棄
や
ポ
イ
捨
て
が
後
を

絶
ち
ま
せ
ん
。
不
法
投
棄
・
ポ
イ
捨
て
は

犯
罪
で
あ
り
、
絶
対
に
許
さ
れ
る
行
為
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
法
投
棄
・
ポ
イ
捨
て

を
見
か
け
た
場
合
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
警
察
署
に
通
報
し
、
不
法
投

棄
・
ポ
イ
捨
て
の
防
止
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

土
壌
や
水
質
の
汚
染
な
ど
の
公
害
問
題
を

引
き
起
こ
し
、
私
た
ち
の
健
康
や
生
活
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。

  

不
法
投
棄
に
対
す
る
罰
則

　
不
法
投
棄
を
行
っ
た
場
合
、「
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
の
規

定
に
よ
り
、
５
年
以
下
の
懲
役
、
１
０
０

０
万
円
以
下
の
罰
金
の
い
ず
れ
か
、
ま
た

は
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
法
人
に
よ
る
不
法
投
棄
の
場
合

は
、
３
億
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま

す
。

  

市
に
よ
る
不
法
投
棄
防
止
活
動

　
不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た
め
、
日
々
、

不
法
投
棄
防
止
専
門
員
が
、
市
内
全
域
を

パ
ト
ロ
ー
ル
車
で
巡
回
し
、
不
法
投
棄
の

早
期
発
見
、
不
法
投
棄
物
の
回
収
な
ど
、

迅
速
な
対
応
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
不
法
投
棄
が
多
発
す
る
場
所
に

は
不
法
投
棄
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
、
映

像
か
ら
不
法
投
棄
者
が
判
明
し
た
場
合

は
、
警
察
署
に
直
ち
に
通
報
し
て
い
ま
す
。

  

市
民
団
体
の
協
力

　
公
衆
衛
生
推
進
協
議
会
で
は
、
独
自
に

不
法
投
棄
防
止
専
門
委
員
会
を
設
置
し
、

会
員
が
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
を
実
施
し
た

り
、
不
法
投
棄
物
の
回
収
作
業
を
行
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
自
治
会
連
合
会
で
も
、
各
自
治

会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご
と
に
、
不
法

投
棄
に
関
す
る
実
態
調
査
を
実
施
し
て
お

り
、
そ
の
報
告
に
基
づ
き
、
市
な
ど
が
不

法
投
棄
物
を
速
や
か
に
回
収
し
、
不
法
投

棄
の
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

  

啓
発
看
板
や
の
ぼ
り
旗
の
無
料
配
布

　
自
治
会
な
ど
の
団
体
や
個
人
か
ら
の
申

請
に
よ
り
、
不
法
投
棄
防
止
用
の
啓
発
看

板
や
の
ぼ
り
旗
を
、
無
料
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

　
不
法
投
棄
の
被
害
を
受
け
て
い
る
な
ど

必
要
な
方
は
、
環
境
整
備
課
ま
た
は
リ
サ

イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

不法投棄防止用啓発看板

公
衆
衛
生
推
進
協
議
会
の
会
員
に

よ
る
不
法
投
棄
物
の
回
収
作
業

（
場
所
：
大
膳
川
上
流
の
河
川
敷

き
）

「ひろしま環境の日」一斉行動
毎月第一土曜日は「ひろしま環境の日」です。

環境整備課 ☎59-２１５４
家庭で、職場で、できることからはじめましょう。

2月のテーマ 2月のテーマ 
やってみよう省エネ生活！
～暖房の設定温度は20℃以下～
やってみよう省エネ生活！
～暖房の設定温度は20℃以下～

　平成 30 年発行のトレーニングルーム利用証は、３月で
有効期限が切れます。水色のカードをお持ちの方は総合
市民会館総合受付で更新をお願いします。
　３月１日㈪から23 日㈫までに更新手続きを終えた方に
は、新しいカードを４月上旬ごろに発行いたします。

問い合わせ　生涯学習課 ☎53-6677

のトレーニングルーム

利用証は 更新 です。水色
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消費者
シリーズ
No.237

消費者
シリーズ
No.237 骨折も！
バスでの転倒事故に
注意―

問い合わせ
　消費生活センター（産業振興課内）
　☎57-3236

【
相
談
日
】火
・
金
曜
日（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）

９
時
〜
12
時
・
13
時
〜
16
時

【
事
例
１
】

　
バ
ス
乗
車
中
に
席
が
空
い
た
の
で
、
座

ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
バ
ス
が
急
停
車
し

大
き
く
揺
れ
て
床
に
尻
も
ち
を
つ
い
た
。

（
70
歳
代
女
性
）

【
事
例
２
】

　
バ
ス
が
走
行
中
に
急
ブ
レ
ー
キ
が
掛
か

り
、転
倒
し
左
足
の
太
も
も
を
骨
折
し
た
。

（
60
歳
代
女
性
）

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

完
全
に
停
車
し
て
か
ら
立
ち
ま
し
ょ
う

　
バ
ス
車
内
で
の
転
倒
事
故
が
多
発
し
て

い
ま
す
。
特
に
高
齢
者
は
、
車
の
発
進
な

ど
急
な
動
き
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
や
す
い

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
走
行
中
は
で
き
る
だ
け
着
席
し
、
立
っ

て
い
る
場
合
は
手
す
り
や
つ
り
革
に
し
っ

か
り
つ
か
ま
り
ま
し
ょ
う
。
席
を
立
つ
と

き
は
、
バ
ス
が
完
全
に
停
車
し
て
か
ら
立

ち
上
が
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

乗
り
降
り
の
と
き
も
手
す
り
を
つ
か
ん
で

　
事
故
は
乗
車
中
だ
け
で
は
な
く
、
乗
り

降
り
の
際
に
も
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
の

で
、
手
す
り
を
つ
か
み
、
つ
ま
ず
く
こ
と

が
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
す
。

　
周
囲
の
人
た
ち
も
、
高
齢
の
方
に
座
席

や
手
す
り
な
ど
に
つ
か
ま
り
や
す
い
場
所

を
譲
る
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

（
見
守
り
新
鮮
情
報
３
７
４
号
よ
り
） 大竹消費生活センター

マスコットキャラクター
「ひっかからないカモくん」

気を
つけてね！

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
子
育
て
と
仕
事
を
一
人
で
担
う

低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
の
生
活
を
支
援

す
る
た
め
、
既
に
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
（
基
本
給
付
）
の
支
給
を
受
け

て
い
る
ま
た
は
申
請
を
し
て
い
る
方
に

「
基
本
給
付
」
を
再
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
基
本
給
付
の
申
請
を
行
っ
て
い
な

い
方
は
、
再
支
給
分
の
基
本
給
付
と
併
せ

て
申
請
を
行
う
こ
と
で
、
支
給
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

支
給
対
象
者

①
公
的
年
金
給
付
な
ど
を
受
給
し
て
お

　
り
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

　
当
の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
方
（
既

　
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と
し
て

　
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
だ
け
で
は
な

　
く
、
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い

　
れ
ば
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養

　
手
当
の
支
給
が
全
額
ま
た
は
一
部
停
止

　
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
方
も
対
象
と
な

　
り
ま
す
）

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
の
影

　
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

　
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

　
る
方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

※
令
和
２
年
７
月
分
以
降
の
児
童
扶
養
手

　
当
受
給
者
も
含
み
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　福
祉
課 

☎
59
2
1
4
8

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

「
基
本
給
付
」
再
支
給

支
給
額

基
本
給
付
　
一
世
帯
５
万
円
　

第
２
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円

必
要
書
類

○
申
請
書

○
申
請
者
本
人
の
確
認
書
類
の
写
し

○
戸
籍
謄
本
と
申
請
者
本
人
の
通
帳
の
写

　
し
（
既
に
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格

　
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は

　
不
要
で
す
）

○
障
害
の
状
態
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

　
場
合
は
確
認
す
る
た
め
の
書
類

○
簡
易
な
収
入
額
の
申
立
書

※
①
の
方

○
平
成
30
年
中
の
収
入
額
が
分
か
る
書
類

（
年
金
の
振
込
通
知
書
・
額
改
定
通
知
書

な
ど
）

※
②
の
方

○
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
を
証
明
す

　
る
書
類
（
給
与
明
細
書
・
公
的
年
金
証

　
書
な
ど
）

※
②
の
方
で
令
和
２
年
７
月
分
以
降
の
児

　
童
扶
養
手
当
受
給
者

○
児
童
扶
養
手
当
が
認
定
さ
れ
た
以
降
の

　
月
の
所
得
を
証
明
す
る
書
類
（
給
与
明

　
細
書
な
ど
）

期
限
　
２
月
26
日
㈮


